
１．件 名：新規制基準適合性審査に係る面談（島根３号炉） 

２．日 時：令和４年６月２９日 １１時００分～１２時４０分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階北会議室 

４．出席者： 

  原子力規制庁： 

新基準適合性審査チーム 

齋藤企画調査官、皆川主任安全審査官、伊藤原子力規制専門員 

 

事業者： 

中国電力株式会社 

山本執行役員 電源事業本部 部長（原子力安全技術） 他３名 

 

５．要旨 

（１）中国電力株式会社から、島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申

請（３号炉）の補正の概要、今後のスケジュール等について、資料に基づ

き説明があった。 

（２）これに対し、原子力規制庁は、審査対応体制の構築も含め適切に対応して

いくよう求めた。 

（３）中国電力株式会社から、了解した旨の回答があった。 

 

なお、本面談については、事業者から対面での面談開催の希望があったため、

「まん延防止等重点措置の解除を踏まえた原子力規制委員会の対応」（令和４年

３月２３日 第７３回原子力規制委員会 配布資料２）を踏まえ、対面で実施した。 

 

６．その他 

提出資料： 

 ・島根原子力発電所３号炉 発電用原子炉設置変更許可申請の概要及び今

後のスケジュール等について 

 


